
 

 
 

 

 

 

 

 

（町民課） 

お手伝いします！ 

「マイナンバーカード」申請手続き 
 

「申請方法が分からない」「顔写真を用意するのが面倒」などの理由で、マイナンバ

ーカードを作っていなかった方を対象に、役場職員が無料で写真撮影から交付申

請までをお手伝いします。 

マイナンバーカードは、今後、保険証としての活用や、様々なサービスが開始される

予定です。この機会にぜひ作成してください。 

マイナンバーカードの受付窓口には申請者本人がお越しください。また、15歳未満

の方や成年被後見人の方が申請する場合、本人と親権者などの法定代理人がお

越しください。 
 

【申請の流れ】 

①職員が顔写真を撮影・印刷し、基準サイズにカットします。 

②マイナンバーカード交付申請書の記入をお手伝いします。 

③約１～２カ月後、ご自宅にマイナンバーカードが本人限定郵便で届きます。また

は、交付通知書が届きますので、町民課窓口係でマイナンバーカードをお受け取

りください。 
 

【申請方法】 

○と こ ろ 役場本庁町民課窓口係および各出張所 

○と き 月曜日から金曜日（役場閉庁日を除く） 

午前８時３０分から午後５時１５分 

○持ち物 ・通知カード（個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書） 

・本人確認書類 

運転免許証・運転経歴証明書・旅券・顔写真付き住民基本台帳カード・ 

身体障害者手帳・在留カードなど 

（次のものは２点必要です） 

健康保険証・年金手帳・社員証・学生証・預金通帳・医療受給者証など 

・住民基本台帳カード（お持ちの方のみ） 

・印鑑 

※15歳未満の方または成年被後見人の方が申請する場合、上記に加 

えて次のものが必要です。 

・法定代理人の本人確認書類 

・法定代理人確認書類（本籍地が本町である場合または本人が１５歳未満 

で代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合は不要） 

・法定代理人の印鑑 
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お問い合わせ先 

町民課 窓口係 

☎43-2111 

（内線２１12・２１１３） 

 



（水道環境課） 

小型家電の無料回収品目を変更します 

 

町では、平成２６年から、役場本庁舎１階および各出張所で「小型家電の無料回

収」を行っています。 

このたび、「みんなのメダルプロジェクト」※の終了により、令和２年３月３１日（火）を

もって、縦型の回収ボックス(右写真)の投入口に入らない大きさの小型家電の回収

を終了させていただきます。回収ボックス投入口の大きさは１５cm×３１cmで、こ

れ以上の大きさのものは、回収できません。 ４月１日（水）以降は、「不燃金物類」

や「粗大ごみ」として、もしくは、ひまわりクリーンセンターにて「粗大ごみ」として出し

てください。 

ご不便をおかけしますが、みなさまのご理解・ご協力をお願いします。    
 

【不燃ごみ袋・粗大ごみシール】 

○販売場所  町内のごみ袋販売対象店や役場出張所など 

○販売価格  不燃ごみ袋（大）…５枚入り４００円 （小）…５枚入り２５０円  

粗大ごみシール…１枚５００円 

※不燃ごみ袋に入るものは不燃ごみ、入らないものは粗大ごみとなります。 

※家電４品目（テレビ・冷蔵庫・エアコン・洗濯機）や処理困難物は出せません。 
 

【ひまわりクリーンセンター（八百津町野上、稲葉橋北）】 

○営業時間 月曜日から土曜日（第１土曜日除く） 

午前８時３０分から１１時３０分、午後１時から４時 

○持込料金 有料（詳しくは下記へお問い合わせください） 

      ㈱橋本 ひまわりクリーンセンター ☎43-8211 

※家電４品目や処理困難物は別途料金がかかります。 
 
「みんなのメダルプロジェクト」とは… 

東京２０２０大会でアスリートに授与される入賞メダルを、使用済みの携帯電話などから金

属を集めて製作するプロジェクトです。２年間でオリンピック・パラリンピックの金・銀・銅メダ

ル約５，０００個のメダルに必要な金属量が１００％回収されました。 

 
（八百津町体育協会） 

駅伝大会開催に伴う交通規制のお知らせ  

八百津町民駅伝大会が、２月２３日(日)に開催されます。大会当日は、午前９時３５分

から最終ランナーがゴールするまでの間、大規模な交通規制を設けさせていただきま

す。大変ご迷惑をおかけしますが、みなさまのご理解とご協力をお願いします。 

参加ランナーに、沿道でご声援をいただける方におかれましてもご注意いただきま

すようお願いいたします。多くの方々のあたたかいご声援をお待ちしています。 

※交通規制につきましては、全戸配布させていただいております、【交通規制案内

図】をご覧ください。 
 

〇と き  ２月２３日（日） 少雨・小雪決行  

（中止決定の際は午前 7時に防災無線でお知らせします） 

スタート時間：午前９時４０分 ファミリーセンターより 

最終ランナーゴール時間（予定）：午前１０時４５分頃 

お問い合わせ先 

水道環境課  

環境衛生係 

☎43-2111 

（内線２１２６） 

 

お問い合わせ先 

八百津町体育協会 

事務局：教育課  

スポーツ振興係 

☎43-0390 

（内線２５１６） 

 



（教育課） 

第３３回ソフトバレーボール交流会 

参加者を募集します 
 

今年度も恒例のソフトバレーボール交流会を開催します。 

スポーツを通じて、楽しくふれあいましょう。 

ぜひ、友だち同士や自治会、職場の仲間とお気軽にお申し込みください。 

 

○と き  ３月８日（日）  

・受 付 午前 8時３０分から  

・開会式 午前 9時から（正午頃終了予定） 

○と こ ろ  八百津小学校 体育館 

○参加資格  町内にお住まいの方、在勤している方、町内学校の小学４年生以

上の方 

○チーム編成   ・５人制の部：１チーム５名～８名 

            ※コート内には、男性２名以内とします。 

            ※ただし、男性６０歳以上の方、小学生は女性とみなします。 

          ・トリムの部：１チーム４名～８名 

○そ の 他  各部門、参加チームが少数の場合は、その部門を開催しない場合

があります。 

○参 加 料   無料 

○申込方法  ２月２７日（木）までに参加申込書を教育委員会（ファミリーセンタ

ー内）または役場各出張所にご提出ください。※期限厳守 

※申込書・要項は、八百津町ホームページまたは、教育委員会・役 

場各出張所に設置しています。 

○主 催  八百津町スポーツ推進委員会 

○共 催  八百津町教育委員会 

 

【同時開催】ふらば～るバレーボール体験会 

ふらば～るバレーボールは、新しい軽スポーツで

す。 

変形ボールを使い、ワンバウンドさせる、誰でも

簡単にできるバレーボールです。 

体験だけの参加もできますので、ぜひ体験して

みてください。 

  

お問い合わせ先 

八百津町 

スポーツ推進委員会 

事務局：教育課  

スポーツ振興係 

☎43-0390 

（内線２５１６・2517） 

 



（教育課） 

体育施設の年間調整会議を行います 

町では、毎月の調整会議の円滑な運営と、各種団体の大会・行事が計画的に

行われるよう、「体育施設年間調整会議」を次のように開催します。 

調整対象施設を利用される団体がありましたら、対象団体条件などを確認の

上、年間調整会議にご参加ください。 

 

〇と き   ３月３日（火）午後７時３０分から 

〇と こ ろ  ファミリーセンター２階 講義室 

〇対象施設  １．蘇水公園野球場       ６．旧八高グラウンド 

２．蘇水公園多目的グラウンド  ７．八百津小学校グラウンド 

３．B&G海洋センター体育館  ８．武道館 

４．八百津小学校体育館     ９．八百津中学校体育館 

５．蘇水公園テニスコート     

〇対象期間   令和２年４月から令和３年３月末までの土・日曜日および祝祭日 

〇対象団体   対象期間・施設において、大会および行事を予定しているスポーツ

団体。ただし、対象団体が年間行事計画の中で大会要項を作成

し、 要項に従って開催する行事に限ります。 

※団体登録している団体の練習・親睦的大会での申請は対象外

です。（練習での使用申請は毎月の調整会議で行ってください） 

〇申請書類  年間調整施設使用申請書 

（お持ちでない方には、当日会場にてお渡しします。） 

〇添付書類  年間行事計画表または大会要項 

    （新年度の計画表または大会要項がない場合は前年度の写し可） 

〇そ の 他  今回の年間調整会議での申請はあくまで仮予約です。ご利用予

定の前の月の月間調整会議前日までに本申請を行ってくださ

い。本申請がないと、年間調整会議での仮予約分が使用できな

い場合があります。ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

教育課  

スポーツ振興係 

☎43-0390 

（内線２５１６・2517） 

 



（八百津町異文化交流サークル） 

着物・浴衣の寄附をお願いします 

 

異文化交流サークルでは、町を訪れる外国人を対象に、着物の

着付けなど日本文化に触れる機会を提供する活動を行っていま

す。 

美しい着物は大変人気があり、持って帰りたいと言われる方がた

くさんいらっしゃいます。そこで、外国人ゲストへのプレゼントとな

るような着物・浴衣・和装小物の寄附を募集します。 

みなさまのご協力をよろしくお願いいたします。 

○受付期間  ２月２０日（木）～３月１９日（木） 

○受付場所  役場 2階 タウンプロモーション室 

○募集品目      ・派手な柄行や古典柄の着物・浴衣・帯（色柄がはっきりしてい

る方が好まれます） 

・羽織り（洋服と合わせたりできるため人気のアイテムです） 

・和装小物（帯揚げ、バッグ、草履、髪飾りが人気です） 

・きれいな柄の風呂敷（着物を包んで渡すと喜ばれます） 

※女性用だけでなく男性用、子供用も歓迎します 

※クリーニング済みのものをお願いします 

※虫食い・シミ・汚れのあるものはご遠慮ください 
 

異文化交流サークルとは… 

海外からのお客様をおもてなしするサークルです。特に外国語が話せる必要はなく、

八百津町で楽しい思い出を作って帰っていただけるよう、着物着付け、抹茶体験、童

謡・唱歌で交流など、日本文化の紹介を中心に、メンバー自身も楽しみながら活動し

ています。サークルの活動にご興味がある方、ぜひ一度ご連絡ください。 

 

 

（岐阜県中濃家畜保健衛生所） 

家畜を飼育している方は報告が必要です 

口
こ う

蹄
てい

疫
えき

、豚コレラ(CSF)、鳥インフルエンザなど、家畜伝染病の発生を予防するた

め、牛、豚、馬、山羊、鶏などを飼っている方は、毎年２月１日時点の飼養状況を県

へ報告することが法律で義務付けられています。 

※畜産を業としている方だけでなく、展示用、ペットとして飼っている方も対象です。 
 

〇対 象 者  家畜１頭（１羽）以上の飼養者 

〇対象家畜  牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚（ミニ豚、イノブタを含む。）、 

いのしし、鶏（ウコッケイ、チャボを含む。）、ほろほろ鳥、七面鳥、 

うずら（ヨーロッパウズラ）、あひる（マガモ、ガチョウ、アイガモ、 

フランスガモ）、きじ（ヤマドリ）、だちょう（エミュー） 

〇報告期限  毎年４月１５日まで（鶏・アヒルなどは毎年６月１５日まで） 

〇報告方法  右記または県庁家畜防疫対策課で配布している報告様式にご記入

の上、ご提出ください。（様式は農林水産省ホームページからも入手

できます。検索キーワード：飼育衛生管理基準と定期報告） 

お問い合わせ先 

異文化交流サークル 

事務局： 

タウンプロモーション室 

☎43-2111 

（内線２３５１・２３５２） 

 

提出・ 

お問い合わせ先 

岐阜県中濃 

家畜保健衛生所 

☎２５－３１１１（代） 

ファックス 27-3092 

〒505-8508 

美濃加茂市古井町 

下古井 2601-1 

（可茂総合庁舎内） 

 



（自衛隊岐阜地方協力本部美濃加茂地域事務所） 

自衛官候補生を募集しています 

 

自衛隊岐阜地方協力本部では、自衛官候補生を次のとおり募集しています。 
 

○対 象 者 １8歳以上３３歳未満の方（３２歳の方は、採用予定月１日から起算

して３月に達する日の翌月の末日現在、３３歳に達していない方) 

○受付期間  年間を通じて受付しています 

○試 験 日   ２月１４日（金）、３月６日（金） 

○試験場所  航空自衛隊岐阜基地（各務原市那加官有地無番地） 
 

【公務員合同説明会】 

関会場 

○と き  ３月７日（土）午前１０時から午後３時 

○と こ ろ  わかくさ・プラザ（関市若草通２丁目１番地） 

○参加団体   自衛隊美濃加茂地域事務所、関市役所、関警察署、中濃消防組合 

○実施要領   ブース形式（お好きな時間に来場可能） 
 

美濃加茂会場 

○と き  ３月１４日（土）午前９時から午後４時１０分 

○と こ ろ  可茂総合庁舎（美濃加茂市古井町下古井 2610-1） 

○参加団体  自衛隊美濃加茂地域事務所、可児警察署（午後のみ）、加茂警察

署（午前のみ）、美濃加茂市役所（午後のみ）、可児市役所（午前

のみ）、可茂消防事務組合 

○実施要領   （午前の部） 受付：午前 8時３０分から９時 

         説明会：午前９時から１１時３０分 

        質疑応答：午前１１時３０分から午後０時１０分 

     （午後の部） 受付：午後０時３０分から１時 

        説明会：午後１時から３時３０分 

        質疑応答：午後３時３０分から４時１０分 

    ※参加団体が約３０分毎説明します。受付時間までに来場してください。 

 

（岐阜県司法書士会） 

毎年２月は「相続登記はお済みですか月間」 
 

岐阜県司法書士会では、毎年２月の１カ月間を「相続登記はお済みですか月間」と

定め、下記のとおり無料相談を実施しています。 
 

○と こ ろ 県内すべての司法書士事務所 

○と き ２月１日(土)から２月２９日(土)  

   ※時間は各事務所の執務時間内となります。 

○相談料 無料 
 

相談例… 土地の名義が先々代のままです。 

   パートナーに全財産を相続させたいのですが…。 

   相続人の中に行方不明の人がいて、遺産分割協議ができません。 

お問い合わせ先 

自衛隊 

美濃加茂地域事務所 

☎25-7495 

 

お問い合わせ先 

岐阜県司法書士会 

☎０５８－２４６－１５６８ 

 


